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経済センサス-基礎調査の概要 

 

１ 調査の目的 

事業所及び企業の経済活動の状態を調査し、すべての産業分野における事業所及び企

業の従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにすること、各種統計調査実

施のための基礎資料を得ることを目的として実施したものである。  

 

２ 調査の根拠法令 

統計法（平成１９年５月２３日法律第５３号）に基づく基幹統計調査である。  

 

３ 調査の期日 

平成２１年（２００９年）７月１日現在  

 

４ 調査の種類 

 （１）甲調査（民営の事業所を対象）  

   ア  調査員による調査（一定規模以下の事業所及び企業を対象）  

     調査員が直接調査対象事業所を訪問して調査票を配布・取集  

   イ  総務省、都道府県、市区町村による調査（一定規模以上の事業所及び企業を

対象）  

総務省、都道府県若しくは市区町村がインターネット又は郵送により調査票

を配布・収集  

 （２）乙調査（国及び地方公共団体の事業所を対象）  

市区町村の調査事業所にあっては市区町村長が、都道府県の調査事業所にあっ

ては都道府県知事が、国の調査事業所にあっては総務大臣が各府省の長を通じ、

調査事業所ごとに調査票を配布・収集  

 

５ 調査の対象 

農林漁家に属する個人経営の事業所、家事サービス業及び外国公務に属する事業所を

除くすべての事業所及び企業  
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利用上の注意  

 

１ この報告は、平成２１年（２００９年）７月１日を調査期日として実施した、総務省

所管の「平成２１年経済センサス -基礎調査」詳細集計（確報）に基づき作成したもので

あり、平成２３年３月公表の基本集計（速報）結果とは異なる場合がある。  

 

２ 平成２１年経済センサス -基礎調査においては、調査票の欠測値や記入内容の矛盾など

について検査し、平成１８年事業所・企業統計調査等を基に補足訂正を行った上で集計

を行っている。  

 

３ 集計結果からは事業内容等が不詳の事業所を除いている。  

 

４ 該当数字がないもの及び分母が 0 のため計算できないものは「－」で表している。  

 

５ 単位未満の数値は「0.0」で表している。  

 

６ 端数処理を四捨五入により行っていることから、総数と内訳の計とが一致しない場合

がある。  

 

７ 一部の分類事項については、総数に不詳を含むため総数と内訳の計とが一致しない。  

 

８ 市町村別の集計では、平成２１年７月１日現在の市町村で集計している。  

 

９ 産業分類は、原則として平成１９年１１月改定「日本標準産業分類」を用いているが、

一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。  

 

10 平成２１年経済センサス -基礎調査は、全国の事業所及び企業を対象とする調査として

新しく創設されたものである。事業所・企業統計調査（平成１８年まで実施）と調査の

対象は同様であるが、調査手法が以下の点において異なることから、平成１８年事業所・

企業統計調査との差数がすべて増加・減尐を示すものではない。  

 

 （１） 商業・法人登記等の行政記録の活用              

 （２） 会社（外国の会社を除く）、会社以外の法人及び個人経営の事業所の本社等に  

    おいて、当該本社等の事業主が当該支所等の分も一括して報告する「本社等一括

調査」の導入  等 

 

そのため、この報告においても平成１８年事業所・企業統計調査との時系列比較を行

っていない。  
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用語の説明  

 

１ 事業所 

事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備え

ているものをいう。  

・ 一定の場所（一区画）を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われてい

ること。  

・ 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われてい

ること。  

 （１）事業内容等が不詳の事業所  

事業所として存在しているが、記入不備等で事業内容等が不明の事業所をいう。  

 （２）派遣従業者のみの事業所 

いわゆる労働者派遣法でいう派遣労働者のほかに、在籍出向など出向元に籍があり

ながら当該事業所で働いている人のみで経済活動が行われている事業所をいう。  

 

２ 異動状況別事業所 

 （１）存続事業所 

調査日現在に存在した事業所のうち、平成１８年事業所・企業統計調査で調査され

た事業所をいう。  

 （２）新設事業所 

調査日現在に存在した事業所のうち、平成１８年事業所・企業統計調査以降に開設

した事業所をいう。  

 （３）廃業事業所 

平成１８年事業所・企業統計調査で調査された事業所のうち、平成２１年経済セン

サス‐基礎調査で把握されなかった事業所をいう。  

 

３ 経営組織 

 （１）国・地方公共団体 

国、都道府県、市区町村、特別地方公共団体（地方公共団体の組合、財産区など）

をいう。  

 （２）民営 

国・地方公共団体以外をいう。  

 （３）個人経営 

個人が事業を経営している場合をいう。会社や法人組織になっていなければ、共同

経営の場合も個人経営に含める。  

 （４）法人 

法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をい

う。  
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 （５）会社 

株式会社（有限会社を含む）、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社及び外国

の会社をいう。  

ここで、外国の会社とは、外国で設立された法人やその他の外国の団体であって、

会社と同種のもの又は会社に類似するものの支店、営業所などのうち、会社法（平成

１７年７月２６日法律第８６号）の規定により日本に営業所などの所在地を登記した

ものをいう。  

なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の

会社は、外国の会社としない。  

 （６）会社以外の法人  

法人格を有する団体のうち、会社以外の法人をいう。  

例えば、独立行政法人、特殊法人、認可法人、財団法人、社団法人、学校法人、社

会福祉法人、宗教法人、医療法人、労働組合（法人格を持つもの）、農（漁）業協同組

合、事業協同組合、国民健康保険組合、共済組合、信用金庫などが含まれる。  

 （７）法人でない団体  

団体であるが法人格を持たないものをいう。  

例えば、協議会、後援会、同窓会、労働組合（法人格を持たないもの）などが含ま

れる。  

 

４ 事業所の産業分類 

事業所の主な事業の種類（原則として過去１年間の収入額又は販売額の多いもの）に

より分類した。原則として日本標準産業分類（平成２１年３月２３日総務省告示第  

１７５号）によるが、一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章

している。  

 

５ 従業者 

従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。した

がって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。一方、

当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派

遣されているなど、当該事業所から賃金・給与（現物給与を含む）を支給されていない

人は従業者に含めない。  

なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者

とする。  

 

 （１）個人業主 

個人経営の事業所で、実際にその事業所を経営している人をいう。  

 

 （２）無給の家族従業者 
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個人業主の家族で、賃金・給与を受けずに、事業所の仕事を手伝っている人をいう。  

家族であっても、実際に雇用者並みの賃金・給与を受けて働いている人は、「常用

雇用者」又は「臨時雇用者」に含める。  

 

 （３）有給役員 

有給役員とは、法人、団体の役員（常勤、非常勤は問わない。）で、給与を受けて

いる人をいう。  

重役や理事などであっても、事務職員、労務職員を兼ねて一定の職務に就き、一般

職員と同じ給与規則によって給与を受けている人は、「常用雇用者」に含める。  

 

 （４）常用雇用者 

事業所に常時雇用されている人をいう。  

期間を定めずに雇用されている人若しくは１か月を超える期間を定めて雇用され

ている人又は平成２１年５月と６月にそれぞれ１８日以上雇用されている人をいう。  

ア 正社員・正職員  

常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員などと呼ばれている人をいう。  

イ 正社員・正職員以外  

常用雇用者のうち、一般に正社員、正職員などと呼ばれている人以外で、嘱託、

パートタイマー、アルバイト又はそれに近い名称で呼ばれている人をいう。  

 

 （５）臨時雇用者 

１か月以内の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用されている人をいう。  

 

 （６）派遣従業者（別経営の事業所への派遣従業者）  

いわゆる労働者派遣法にいう派遣労働者のほかに、在籍出向など当該事業所に籍が

ありながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。  

 

６ 事業所の開設時期 

会社や企業の創業時期ではなく、当該事業所が現在の場所で事業を始めた時期をいう。 

 

７ 単独・本所・支所の別 

 （１）単独事業所 

他の場所に同一経営の本所（本社・本店）や支所（支社・支店）を持たない事業所

をいう。  

 （２）本所（本社・本店） 

他の場所に同一経営の支所（支社・支店）などがあって、それらのすべてを統括し

ている事業所をいう。  

本所の各部門が幾つかの場所に分かれているような場合は、社長などの代表者がい



6 

 

る事業所を本所とし、他は支所とする。  

 （３）支所（支社・支店） 

他の場所にある本所（本社・本店）の統括を受けている事業所をいう。上位の事業

所の統括を受ける一方で、下位の事業所を統括している中間的な事業所も支所とする。 

支社・支店のほか、営業所、出張所、工場、従業者のいる倉庫、管理人のいる寮な

ども含まれる。  

 

８ 企業等 

事業・活動を行う法人（外国の会社を除く）及び個人経営の事業所をいう。個人経営

であって同一の経営者が複数の事業所を経営している場合は、それらはまとめて一つの

企業等となる。  

具体的には、会社企業、会社以外の法人及び個人経営で本所と支所を含めた全体をい

う。単独事業所の場合は、その事業所だけで企業等となる。  

 （１）会社企業 

経営組織が株式会社（有限会社を含む）、合名会社、合資会社、合同会社及び相互

会社で、本所と支所を含めた全体をいう。単独事業所の場合は、その事業所だけで会

社企業となる。  

 

９ 企業産業分類 

企業単位の産業分類で、支所を含めた企業全体の主な事業の種類（企業全体の過去１

年間の総収入額又は総販売額の最も多いもの）により分類している。  

なお、分類区分は、事業所の産業分類区分と同一である。  

 

10 資本金額 

株式会社（有限会社を含む）については資本金の額、合名会社、合資会社及び合同会

社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。  

 

11 親会社・子会社 

 （１）親会社 

当該会社の議決権を、５０％を超えて直接所有している会社をいう。  

ただし、５０％以下であっても、当該会社を子会社とする連結財務諸表が作成され

ている場合は、当該連結財務諸表において当該会社の直近上位に位置する会社を親会

社とする。  

 （２）子会社 

当該会社が５０％を超える議決権を所有する会社をいう。   

また、子会社あるいは当該会社と子会社の合計で５０％超の議決権を所有している

会社も含む。  

ただし、５０％以下であっても、当該会社の連結財務諸表の対象となる場合は、そ
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の会社を含む。  

 

12 企業類型 

会社企業を構成している事業所により、次の２類型に区分している。  

 （１）単一事業所企業  

単独事業所の企業をいう。  

 （２）複数事業所企業  

国内にある本所と、国内又は国外にある支所で構成されている企業をいう。  

 

13 地方圏 

 （１）北海道地方 

北海道  

 （２）東北地方 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県  

 （３）関東地方 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県  

 （４）北陸地方 

富山県、石川県、福井県  

 （５）東海地方 

長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県  

 （６）近畿地方 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県  

 （７）中国地方 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  

 （８）四国地方 

徳島県、香川県、愛媛県、高知県  

 （９）九州地方 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県  

 （10）沖縄地方 

沖縄県  
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調査結果の概要  

 

１ 概況  

（１）全事業所 

 －事業所数は２６７，６３０、従業者数は２，７７７，２２３－  

 平成２１年７月１日現在の埼玉県の民営の事業所及び国・地方公共団体の事業所を合わ

せた事業所数は２６７，６３０事業所であった。これは全国の事業所数  

６，０４３，３００事業所の４．４％にあたる。  

 また、従業者数は  ２，７７７，２２３人で、全国の従業者数６２，８６０，５１４人の

４．４％にあたる。  

 （第１表）  

 

（２）民営の事業所 

 －事業所数は２６２，１８５、従業者数は２，５９３，１６２－  

 平成２１年７月１日現在の埼玉県の民営の事業所数は２６２，１８５事業所であった。

これは全国の民営の事業所数５，８８６，１９３事業所の４．５％にあたる。  

 また、従業者数は２，５９３，１６２人で、全国の従業者数５８，４４２，１２９人の

４．４％にあたる。  

 （第１表）  

 

（３）国・地方公共団体の事業所 

 －事業所数は５，４４５、従業者数は１８４，０６１－  

 平成２１年７月１日現在の埼玉県の国・地方公共団体の事業所数は５，４４５事業所で

あった。これは全国の国・地方公共団体の事業所数１５７，１０７事業所の３．５％にあ

たる。  

 また、従業者数は１８４，０６１人で、全国の従業者数４，４１８，３８５人の４．２％

にあたる。  

 （第１表）  

 

２ 他都道府県との比較  

（１）全事業所 

 －事業所数、従業者数ともに全国第５位－  

 全国の都道府県と比較すると、埼玉県の全事業所数及び従業者数は、東京都、大阪府、

愛知県、神奈川県に次いで第５位となっている。  

 （第２表の１・２）  

 

（２）民営の事業所 

 －事業所数、従業者数ともに全国第５位－  
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 全国の都道府県と比較すると、埼玉県の民営の事業所数及び従業者数は、東京都、大阪

府、愛知県、神奈川県に次いで第５位となっている。  

 （第３表の１・２）  

 

（３）国・地方公共団体の事業所 

 －事業所数、従業者数ともに全国第６位－  

 全国の都道府県と比較すると、埼玉県の国・地方公共団体の事業所数は北海道、東京都、

愛知県、大阪府、兵庫県に次いで第６位となっている。また従業者数においては、東京都、

北海道、大阪府、神奈川県、愛知県に次いでの第６位となっている。  

 （第４表の１・２）  

 

３ 産業大分類別の状況  

（１）全事業所 

 －事業所数：「卸売業、小売業」が全体の２３．７％を占める－  

 事業所数を産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が６３，４５９事業所で、全体の

２３．７％を占めて最も多く、以下「製造業」が３２，１５９事業所で１２．０％、「宿泊

業、飲食サービス業」が３０，８７２事業所で１１．５％、「建設業」が３０，６７８事業

所で１１．５％、「生活関連サービス業、娯楽業」が２４，２６５事業所で９．１％と続い

ており、これら５業種で全体の６割以上を占めている。  

 （図１、第５表）  

 

 

 －従業者数：「卸売業、小売業」が全体の２０．４％を占める－  

 従業者数を産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が５６６，６３８人で、全体の  

２０．４％を占めて最も多く、以下「製造業」が５０２，７０２人で１８．１％、「医療、

福祉」が２６９，８４８人で９．７％、「宿泊業、飲食サービス業」が２４３，３６５人で

８．８％、「運輸業、郵便業」が２１８，７１３人で７．９％と続いており、これら５業種

で全体の６割以上を占めている。  

 （図２、第５表）  

  



10 

 

 図１ 産業大分類別事業所数の構成比（全事業所）  
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図２ 産業大分類別従業者数の構成比（全事業所）  
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（２）民営の事業所 

 －事業所数：「卸売業、小売業」が全体の２４．２％を占める－  

 事業所数を産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が６３，４５５事業所で、全体の

２４．２％を占めて最も多く、以下「製造業」が３２，１５６事業所で１２．３％、「宿泊

業、飲食サービス業」が３０，７８１事業所で１１．７％、「建設業」が３０，６７８事業

所で１１．７％、「生活関連サービス業、娯楽業」が２４，１１７事業所で９．２％と続い

ており、これら５業種で全体の７割近くを占めている。  

 （図３、第６表）  

 

 

 －従業者数：「卸売業、小売業」が全体の２１．９％を占める－  

 従業者数を産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が５６６，６１５人で、全体の  

２１．９％を占めて最も多く、以下「製造業」が５０２，６８９人で１９．４％、「宿泊業、

飲食サービス業」が２４１，２９７人で９．３％、「医療、福祉」が２４０，９３５人で  

９．３％、「運輸業、郵便業」が２１８，２６３人で８．４％と続いており、これら５業種

で全体の６割以上を占めている。  

 （図４、第６表）  

 

 図３ 産業大分類別事業所数の構成比（民営の事業所）  
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 図４ 産業大分類別従業者数の構成比（民営の事業所）  
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４ 経営組織別の状況  

 －事業所数：会社の割合が５５．５％－  

 事業所数を経営組織別にみると、「民営」が２６２，１８５事業所で全体の９８．０％を

占め、「国・地方公共団体」は５，４４５事業所で２．０％となっている。「民営」をさら

に細分化すると「個人経営」が１００，９４２事業所で３７．７％、「法人」が  

１６０，５５６事業所で６０．０％、さらに「法人」のうち、「会社」が１４８，５７４事

業所で５５．５％、「会社以外の法人」が１１，９８２事業所で４．５％であった。  

 （図５、第７表、第８表）  

 

 －従業者数：会社の割合が７３．６％－  

 従業者数を経営組織別にみると、「民営」が２，５９３，１６２人で全体の９３．４％を

占め、「国・地方公共団体」は１８４，０６１人で６．６％となっている。「民営」をさら

に細分化すると「個人経営」が２８２，４８２人で１０．２％、「法人」が  

２，３０７，７４８人で８３．１％、さらに「法人」のうち、「会社」が  

２，０４４，３２１人で７３．６％、「会社以外の法人」が２６３，４２７人で９．５％で

あった。  

 （図６、第７表、第８表）  
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 図５ 経営組織別事業所数の構成比（全事業所）  
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 図６ 経営組織別従業者数の構成比（全事業所）  
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５ 従業者規模別の状況  

（１）全事業所 

 －事業所数：従業者２９人以下の事業所で全体の９割以上－  

 事業所数を従業者規模別にみると、「１～４人」が１５４，９８６事業所で、全体の  

５７．９％を占めて最も多く、次いで「５～９人」が５１，７４７事業所で１９．３％、

「１０～１９人」が３１，０４２事業所で１１．６％、「２０～２９人」が１２，２８８事

業所で４．６％となっており、従業者２９人以下の事業所で全体の９割以上を占めている。  

 （図７、第９表）  

 

 

 －従業者数：１０～１９人の事業所で全体の１５．２％－  

 従業者数を従業者規模別にみると、｢１０～１９人｣が４２１，２７１人で、全体の  

１５．２％を占めて最も多く、次いで「５０～９９人」が３５２，８４２人で１２．７％、

「１～４人」が３３８，９１７人で１２．２％、「５～９人」が３３７，６１８人で  

１２．２％となっている。  

 従業者数が最も尐ない「２００人～２９９人」でも１１４，６６２人で４．１％となっ

ており、事業所数の場合と異なり構成比の偏りが小さい。  

 （図８、第９表）  

 

（２）民営の事業所 

 －事業所数：従業者２９人以下の事業所で全体の９割以上－  

 事業所数を従業者規模別にみると、「１～４人」が１５３，７３９事業所で、全体の  

５８．６％を占めて最も多く、次いで「５～９人」が５０，８２２事業所で１９．４％、

「１０～１９人」が３０，２６７事業所で１１．５％、「２０～２９人」が１１，５１１事

業所で４．４％となっており、従業者２９人以下の事業所で全体の９割以上を占めている。  

 （図９、第１０表）  

 

 －従業者数：１０～１９人の事業所で全体の１５．８％－  

 従業者数を従業者規模別にみると、｢１０～１９人｣が４１０，２００人で、全体の  

１５．８％を占めて最も多く、次いで「１～４人」が３３５，５３６人で１２．９％、  

「５～９人」が３３１，４９３人で１２．８％、「５０～９９人」が３２２，００５人で  

１２．４％となっている。  

 従業者数が最も尐ない「２００～２９９人」でも１０４，５０６人で４．０％となって

おり、事業所数の場合と異なり構成比の偏りが小さい。  

 （図１０、第１０表）  
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 図７ 従業者規模別事業所数の構成比（全事業所）  
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 図８ 従業者規模別従業者数の構成比（全事業所）  
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 図９ 従業者規模別事業所数の構成比（民営の事業所）  
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 図１０ 従業者規模別従業者数の構成比（民営の事業所）  
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６ 産業大分類、従業上の地位別の状況  

（１）全事業所 

 －従業員に占める正社員・正職員の構成比は４８．９％－  

 従業上の地位別に従業者数をみると、「正社員・正職員」が１，３５８，３３５人で最も

多く、４８．９％を占め、次いで「正社員・正職員以外」が９４７，３６４人で３４．１   

％、「有給役員」が１９１，０７５人で６．９％などとなっている。  

 さらに、産業大分類、従業上の地位別に細かくみると、「正社員・正職員」以外のすべて

の区分において、「卸売業、小売業」の従業者数が最も多かった。なお、「正社員・正職員」

の従業者数が最も多かったのは「製造業」であった。  

 （図１１、第１１表）  

 

（２）民営の事業所 

 －従業員に占める正社員・正職員の構成比は４６．８％－  

 従業上の地位別に従業者数をみると、「正社員・正職員」が１，２１４，３０７人で最も

多く、４６．８％を占め、次いで「正社員・正職員以外」が９１３，７４０人で３５．２   

％、「有給役員」が１９１，０７５人で７．４％などとなっている。  

 さらに、産業大分類、従業上の地位別に細かくみると、「正社員・正職員」以外のすべて

の区分において、「卸売業、小売業」の従業者数が最も多かった。なお、「正社員・正職員」

の従業者数が最も多かったのは「製造業」であった。  

 （図１２、第１２表）  

  



18 

 

 図１１ 従業上の地位別従業者数の構成比（全事業所）  
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 図１２ 従業上の地位別従業者数の構成比（民営の事業所）  
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７ 経営組織、従業上の地位別の状況  

 －「個人経営」「合名・合資会社」「合同会社」以外では「正社員・正職員」が最多－  

 経営組織、従業上の地位別に従業者数を細かくみると、「個人経営」の事業所では「個人

業主」が９９，９８６人で３５．４％を占め最も多く、次いで「正社員・正職員以外」が  

７０，１４４人で２４．８％、「正社員・正職員」が６４，０７６人で２２．７％などとな

っている。「合名・合資会社」の事業所は「正社員・正職員以外」が９７１人で３５．１％、

「正社員・正職員」が８０６人で２９．１％、「合同会社」の事業所は「正社員・正職員以

外」が４８６人で５３．３％、「正社員・正職員」が１７６人で１９．３％などとなってい

る。「個人経営」、「合名・合資会社」「合同会社」以外の経営組織区分では、「正社員・正職

員」が最も多く、次いで「正社員・正職員以外」の従業者数が多い。  

 なお、「個人経営」、「合名・合資会社」、「合同会社」「法人でない団体」以外の経営組織

区分では、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」を合わせると８割を超える。  

 特に「国・地方公共団体」の事業所では「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」

を合わせると９割を超えている。  

 （図１３、図１４、第１３表）  

 

 図１３ 経営組織、従業上の地位別従業者数の構成比（民営の事業所）  
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 図１４ 経営組織、従業上の地位別従業者数の構成比（国・地方公共団体の事業所）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他

市町村

都道府県

国

87.2

73.4

85.9

87.1

2.9

21.9

13.3

12.3

9.8

4.8

0.8

0.6

正社員・正職員 正社員・正職員以外 臨時雇用者

 

 

８ 単独・本所・支所、開設時期、経営組織別の状況（民営の事業所）  

 －事業所数では「単独事業所」が、従業者数では「支所・支社・支店」が最多－  

 単独・本所・支所別に事業所数をみると、「単独事業所」が１８４，３４８事業所で最も

多く、全体の７０．３％を占めている。次いで、「支所・支社・支店」が  

６６，２８９事業所で２５．３％、「本所・本社・本店」が最も尐なく、１０，８６１事業

所で４．１％となっている。  

 従業者数をみると、「支所・支社・支店」が１，２９５，５１４人と最も多く、全体の

５０．０％を占めている。次いで「単独事業所」が９８７，１３７人で３８．１％、「本所・

本社・本店」が３０７，５７９人で１１．９％となっている。  

 事業所数では「単独事業所」が最多であるが、従業者数では「支所・支社・支店」が最

多となっていて、順位が逆転している。  

 （図１５、第１４表の１・２）  

  



21 

 

 図１５ 単独・本所・支所別事業所数及び従業者数の構成比（民営の事業所）  
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－「個人経営」では「単独事業所」が９７．８％－  

 経営組織別でみると、「個人経営」では「単独事業所」が９８，７１１事業所で圧倒的に

多く、９７．８％を占めている。「法人」では「単独事業所」が８５，６３７事業所で最も

多く、次いで「支所・支社・支店」が６４，８１１事業所となり、この２つの区分で「法

人」の事業所の９３．７％を占めている。  

 （図１６、第１４表の１）  

  



22 

 

 図１６ 経営組織、単独・本所・支所別事業所数の構成比（民営の事業所）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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単独事業所 本所・本社・本店 支所・支社・支店

 

 

 －昭和５９年以前に開設の事業所が約４割－  

 開設時期別に事業所数をみると、昭和５９年以前に設立された事業所が１０２，８７６

事業所で全体の３９．２％を占めている。一方で昭和６０年以降に設立された事業所は  

１５４，０９７事業所で、全体の５８．８％である。  

 平成１２年以降で最も設立が多かったのは平成１８年で、８，５８１事業所である。「個

人経営」「法人」のいずれにおいてもこの年の開設が最多である。単独・本所・支所別にみ

ても、「単独事業所」「支所・支社・支店」で同様の結果である。なお、「本所・本社・本店」

においては、平成１６年設立が最多となっている。  

 （図１７、第１５表、第１６表）  
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 図１７ 開設時期、経営組織別事業所数（民営の事業所）  
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－単独、本所、支所、いずれの事業所数も「卸売業、小売業」が最多－  

 単独・本所・支所、産業大分類別に事業所数をみると、「単独事業所」では「卸売業、

小売業」が３８，１０５事業所と最も多く、「単独事業所」の２０．７％を占めている。

次いで「建設業」が２６，４１３事業所で１４．３％、「製造業」が２２，７１３事業

所で１２．３％を占めている。「本所・本社・本店」の事業所では「卸売業、小売業」

が２，９８８事業所で最も多く、「本所・本社・本店」の事業所の２７．５％を占めて

いる。次いで「製造業」が２，０８８事業所で１９．２％、「建設業」が  

１，０６４事業所で９．８％を占めている。「支所・支社・支店」の事業所では「卸売

業、小売業」が２２，３２１事業所で最も多く、「支所・支社・支店」の事業所の  

３３．７％を占めている。次いで「宿泊業、飲食サービス業」が７，８７４事業所で  

１１．９％、「製造業」が７，３５０事業所で１１．１％を占めている。  

 （図１８、第１７表の１）  

 

 図１８ 単独・本所・支所、産業大分類別事業所数（民営の事業所）  
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－「本所・本社・本店」の従業者数は「製造業」が最多－  

 単独・本所・支所、産業大分類別に従業者数をみると、「単独事業所」では「卸売業、

小売業」が１７４，２１３人と最も多く、「単独事業所」の１７．６％を占めている。

次いで「製造業」が１７１，９２０人で１７．４％、「建設業」が１３６，９５１人で

１３．９％を占めている。「本所・本社・本店」の事業所では「製造業」が  

８６，４６２人で最も多く、「本所・本社・本店」の事業所の２８．１％を占めている。

次いで「卸売業、小売業」が５７，６４７人で１８．７％、「医療、福祉」が  

３０，７２１人で１０．０％を占めている。「支所・支社・支店」の事業所では「卸売

業、小売業」が３３４，５１５人で最も多く、「支所・支社・支店」の事業所の  

２５．８％を占めている。次いで「製造業」が２４４，２６４人で１８．９％、「運輸

業、郵便業」が１４６，１０８人で１１．３％を占めている。  

 （図１９、第１７表の２）  

 

 図１９ 単独・本所・支所、産業大分類別事業所数（民営の事業所）  
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９ 会社（外国の会社を除く）の事業所の状況  

－事業所数では「単独事業所」が、従業者数では「支所・支社・支店」が最多－  

 外国の会社を除く会社の事業所数をみると、「単独事業所」が７８，６１６事業所で最も

多く、全体の５２．９％を占めている。次いで、「支所・支社・支店」が６０，５３０事業

所で４０．７％、「本所・本社・本店」が最も尐なく、９，４０６事業所で６．３％となっ

ている。  

 従業者数をみると、「支所・支社・支店」が１，１８４，０１７人と最も多く、全体の

５７．９％を占めている。次いで「単独事業所」の５９９，２４０人で２９．３％、「本所・

本社・本店」の２６０，７２２人で１２．８％となっている。  

 事業所数では「単独事業所」が最多であるが、従業者数では「支所・支社・支店」が最

多となっていて、順位が逆転している。  

 （図２０、第１８表の１・２）  

 

 図２０ 単独・本所・支所別事業所数及び従業者数の構成比（外国の会社を除く会社の事業所）  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

従業者

事業所
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52.9 
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40.7 
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－「単独事業所」の事業所数は「建設業」が最多－  

 単独・本所・支所、産業大分類別に事業所数をみると、「単独事業所」では「建設業」

が１７，６２１事業所と最も多く、「単独事業所」の２２．４％を占めている。次いで

「卸売業、小売業」が１７，２８８事業所で２２．０％、「製造業」が１４，６１２事

業所で１８．６％を占めている。「本所・本社・本店」の事業所では「卸売業、小売業」

が２，７５１事業所で最も多く、「本所・本社・本店」の事業所の２９．２％を占めて

いる。次いで「製造業」が２，０６２事業所で２１．９％、「建設業」が１，０４１事
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業所で１１．１％を占めている。「支所・支社・支店」の事業所では「卸売業、小売業」

が２１，５１９事業所で最も多く、「支所・支社・支店」の事業所の３５．６％を占め

ている。次いで「宿泊業、飲食サービス業」が７，６５３事業所で１２．６％、「製造

業」が７，２１４事業所で１１．９％を占めている。  

 （図２１、第１８表の１）  

 

－「単独事業所」「本所・本社・本店」の従業者数は「製造業」が最多－  

 単独・本所・支所、産業大分類別に従業者数をみると、「単独事業所」では「製造業」

が１５１，４３３人と最も多く、「単独事業所」の２５．３％を占めている。次いで「建

設業」が１１６，６００人で１９．５％、「卸売業、小売業」が１０９，０３６人で  

１８．２％を占めている。「本所・本社・本店」の事業所では「製造業」が  

８６，１３９人で最も多く、「本所・本社・本店」の事業所の３３．０％を占めている。

次いで「卸売業、小売業」が５４，１１３人で２０．８％、「運輸業、郵便業」が  

２５，７３５人で９．９％を占めている。「支所・支社・支店」の事業所では「卸売業、

小売業」が３２４，１２８人で最も多く、「支所・支社・支店」の事業所の２７．４％

を占めている。次いで「製造業」が２４２，１５５人で２０．５％、「運輸業、郵便業」

が１４５，５８８人で１２．３％を占めている。  

 （図２２、第１８表の２）  
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図２１ 単独・本所・支所、産業大分類別事業所数（外国の会社を除く会社の事業所）  
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図２２ 単独・本所・支所、産業大分類別従業者数（外国の会社を除く会社の事業所）  
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－県内の「支所・支社・支店」の「本所・本社・本店」所在地は東京都が多い－  

 県内の「支所・支社・支店」のうち、他の都道府県に「本所・本社・本店」がある事業

所数は、３１，５９７事業所で、埼玉県に「本所・本社・本店」がある１７，１８３事業

所よりも多かった。  

 これを産業大分類別にみると、県内に「本所・本社・本店」がある事業所は、「卸売業、

小売業」が６，４２５事業所と最も多く、県内に「本所・本社・本店」がある事業所数の

３７．４％を占めている。次いで、「宿泊業、飲食サービス業」が２，１２７事業所で  

１２．４％、「生活関連サービス業、娯楽業」が１，９１１事業所で１１．１％を占めてい

る。  

 また、県外に「本所・本社・本店」がある事業所は「卸売業、小売業」が１１，９５４

事業所と最も多く、県外に「本所・本社・本店」がある事業所数の３７．８％を占めてい

る。次いで、「宿泊業、飲食サービス業」が４，１４１事業所で１３．１％、「製造業」が

３，１１７事業所で、９．９％を占めている。  

 なお、県外に「本所・本社・本店」がある事業所の所在地を地方圏別にみると、圧倒的

に関東地方が多く、なかでも東京都が突出している。  

 （図２３、図２４、図２５、第１９表、第２０表、第２１表）  

 

 図２３ 本所の所在地、産業大分類別事業所数（外国の会社を除く会社の事業所）  
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 図２４ 本所の所在地（地方圏）別事業所数の構成比（外国の会社を除く会社の事業所）  
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 図２５  本所の所在地（都道府県）別事業所数の構成比（外 国の会社を除く会社 の事業所）                          

東京都

69.4%大阪府

5.5%

神奈川県

4.3%

群馬県

2.9%

千葉県

2.8%

愛知県

2.7%

兵庫県

1.3%

栃木県

1.1%

茨城県

1.0%
福岡県

0.9% その他

8.0%



31 

 

 

10 企業等の状況 

 －企業等の半分以上が個人企業－  

 平成２１年７月１日現在の埼玉県の「個人経営」及び「会社以外の法人」を含む企業等

の数は１９５，２０９企業であった。これは全国の企業等の数４，４８０，７５３企業の  

４．４％にあたる。  

 企業等の数を経営組織別にみると、「個人経営」が９９，４６４企業で５１．０％、「会

社企業」が８８，０２２企業で４５．１％、「会社以外の法人」が７，７２３企業で４．０％

であった。  

 （図２６、第２２表）  

 

 図２６ 経営組織別企業等の数の構成比  

個人経営

51.0%

会社企業

45.1%

会社以外の法人

4.0%

企業等の数

195,209企業

 －企業等の数は全国第５位－  

 全国の都道府県と比較すると、埼玉県の企業等の数は東京都、大阪府、愛知県、神奈川

県に続いて第５位となっている。  

 （第２３表）  

 

 －「卸売業、小売業」で全体の２１．０％－  

 企業等の数を企業産業大分類別にみると、「卸売業、小売業」が４１，０６６企業で、全

体の２１．０％を占めて最も多く、以下「建設業」が２７，４６５企業で１４．１％、「製
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造業」が２４，８２９企業で１２．７％、「宿泊業、飲食サービス業」が２２，９０６企業

で１１．７％と続いており、これら４業種で全体の６割近くを占めている。  

 （図２７、第２４表）  

 

 図２７ 企業産業大分類別企業等の数の構成比  
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 －９割以上が単一事業所企業－  

 企業類型、支所数規模別に企業等の数をみると、支所を持たない単一事業所企業が  

１８４，３４８企業で、全企業の９４．４％と大部分を占め、複数事業所企業は全体の  

５．６％にあたる１０，８６１企業であった。  

 複数事業所企業の中では支所数が「１か所」の企業が最も多く、全体の３．４％であっ

た。  

 （図２８、第２５表）  
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 図２８ 企業類型、支所数規模別企業等の数の構成比  
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 －会社企業の９割以上が資本金３，０００万円未満－  

 資本金階級別に会社企業数をみると、「３００万～５００万円未満」が４１，２１３企業

と最も多く、全体の４６．８％を占めている。次いで「１，０００万～３，０００万円未

満」が２７，０５４企業で３０．７％、「５００万～１，０００万円未満」が１１，９４８

企業で１３．６％となっており、資本金３，０００万円未満の企業が全体の９割以上とな

っている。  

 また、資本金階級別の会社企業数を全国の都道府県と比較すると、埼玉県は第３位から

第８位の間となっている。  

 （図２９、第２６表、第２７表）  
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 図２９ 資本金階級別企業数の構成比（会社企業）  

300万～500万円未満

46.8%

1,000万～3,000万円未満
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300万円未満

3.3%

3,000万～5,000万円未満

2.5%

5,000万～1億円未満

1.6%

1億～3億円未満

0.4%

3億～10億円未満

0.2% 10億～50億円未満

0.1%

50億円以上

0.0%
不詳

0.6%

 

 －親会社がある会社企業は３．４％－  

 親会社の有無別に会社企業数をみると、親会社（国内・海外を含む。以下同じ。）がある

会社企業は２，９５３企業（「国内」２，９１０企業、「海外」４３企業）で全体の３．４％、

親会社のない会社企業は８５，０６９企業で９６．６％となっている。  

 親会社がある会社企業数を資本金階級別にみると、「１，０００万～３，０００万円未満」

が１，０１２企業（「国内」１，０００企業、「海外」１２企業）で最も多く、親会社があ

る会社企業の３４．３％を占めている。次いで「３００万～５００万円未満」が７７６企

業（「国内」７７４企業、「海外」２企業）で２６．３％、「５，０００万～１億円未満」が

３２５企業（「国内」３２０企業、「海外」５企業）で１１．０％などとなっている。  

 また、企業産業大分類別にみると、「製造業」が９８１企業（国内９６１企業、海外  

２０企業）と最も多く、親会社がある会社企業の３３．２％を占めている。次いで、「卸売

業、小売業」が５０７企業（国内４８８企業、海外１９企業）で１７．２％、「建設業」が

４５１企業（国内４５１企業）で１５．３％などとなっている。  

 （図３０、図３１、第２８表、第２９表）  
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 図３０ 資本金階級別親会社がある企業数の構成比（会社企業）  
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 図３１ 企業産業大分類別親会社がある企業数の構成比（会社企業）  
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4.3%

生活関連サービス業、

娯楽業
3.8%

その他11業種

11.1%

親会社がある

企業の数

2,953企業



36 

 

 

 －子会社がある会社企業は１．４％－  

 子会社の有無別に会社企業数をみると、子会社（国内・海外を含む。以下同じ。）がある

会社企業は、１，２６０企業（「国内のみ」１，０２８企業、「国内及び海外」８５企業、

「海外のみ」１４７企業）で全体の１．４％となっている。  

 次に、子会社がある会社企業数を資本金階級別にみると、「１，０００万～３，０００万

円未満」が４７３企業（「国内のみ」４０８企業、「国内及び海外」１１企業、「海外のみ」 

５４企業）で最も多く、子会社がある会社企業の３７．５％を占めている。次いで  

「５，０００万～１億円未満」が１７２企業（「国内のみ」１３９企業、「国内及び海外」

９企業、「海外のみ」２４企業）で１３．７％、「３００万～５００万円未満」が１６１企

業（「国内のみ」１５２企業、「国内及び海外」１企業、「海外のみ」８企業）で１２．８％

などとなっている。  

 また、会社企業数を企業産業大分類別にみると、「製造業」が４２３企業（「国内のみ」

２５４企業、「国内及び海外」６１企業、「海外のみ」１０８企業）と最も多く、子会社が

ある会社企業の３３．６％を占めている。次いで、「卸売業、小売業」が２７１企業（「国

内のみ」２３３企業、「国内及び海外」１１企業、「海外のみ」２７企業）で２１．５％、

「建設業」が１３６企業（「国内のみ」１３４企業、「国内及び海外」１企業、「海外のみ」

１企業）で１０．８％などとなっている。  

 （図３２、図３３、第３０表、第３１表）  
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 図３２ 資本金階級別子会社がある企業数の構成比（会社企業）  
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 図３３ 企業産業大分類別子会社がある企業数の構成比（会社企業）  
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11 市町村別の状況 

（１）全事業所 

 －事業所数：１万事業所以上の市は５市－  

 事業所数を市部と町村部に分けてみると、市部（４０市）は２４１，０８１事業所で全

体の９０．１％、町村部（３０町村）は２６，５４９事業所で全体の９．９％であった。  

 市町村別にみると、市部では、さいたま市が４３，７３７事業所で最も多く、以下川口

市の２２，０６２事業所、越谷市の１２，１２７事業所、川越市の１１，６５７事業所、

所沢市の１０，５２５事業所の順となり、１万事業所以上の市は５市であった。  

 町村部では、三芳町が１，６５３事業所で最も多く、以下杉戸町の１，６１４事業所、

白岡町の１，５２９事業所、小川町の１，５２６事業所、伊奈町の１，３６５事業所の順

となっている。  

 事業所数が最も尐ないのは、東秩父村の１８０事業所で、次いで横瀬町の３８２事業所、

北川辺町の４６１事業所、鳩山町の４６８事業所、美里町の４７６事業所の順となってい

る。  

 （第３２表の１、第３４表）  

 

 －従業者数：１０万人以上の市は５市－  

 従業者数を市部と町村部に分けてみると、市部（４０市）は２，５０６，２２２人で全

体の９０．２％、町村部（３０町村）は２７１，００１人で全体の９．８％であった。  

 市町村別にみると、市部では、さいたま市が５４２，０５０人で最も多く、以下川口市

の１８５，７８７人、川越市の１４６，２２１人、所沢市の１１８，７９８人、越谷市の

１１４，２２４人の順となり、従業者数が１０万人以上の市は５市であった。  

 町村部では、三芳町が２８，９６７人で最も多く、以下杉戸町の１６，６９８人、伊奈

町の１６，２４４人、白岡町の１４，２５９人、寄居町の１３，７２５人の順となってい

る。  

 従業者数が最も尐ないのは東秩父村の９７０人で、次いで横瀬町の３，１６５人、長瀞

町の３，１６６人、北川辺町の３，８００人、越生町の３，８８９人の順となっている。  

 （第３２表の２、第３４表）  

 

（２）民営の事業所 

 －事業所数：１万事業所以上の市は５市－  

 事業所数を市部と町村部に分けてみると、市部（４０市）は２３６，４８４事業所で全

体の９０．２％、町村部（３０町村）は２５，７０１事業所で全体の９．８％であった。  

 市町村別にみると、市部では、さいたま市が４３，０６６事業所で最も多く、以下川口

市の２１，７９９事業所、越谷市の１１，９４７事業所、川越市の１１，４０６事業所、

所沢市の１０，３０２事業所の順となり、１万事業所以上の市は５市であった。  

 町村部では、三芳町が１，６１０事業所で最も多く、以下杉戸町の１，５６３事業所、
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白岡町の１，４９１事業所、小川町の１，４８９事業所、伊奈町の１，３２４事業所の順

となっている。  

 事業所数が最も尐ないのは、東秩父村の１５９事業所で、次いで横瀬町の３６４事業所、

北川辺町の４３５事業所、鳩山町の４４４事業所、美里町の４６１事業所の順となってい

る。  

 （図３４、第３３表の１、第３５表）  

 

 －従業者数：１０万人以上の市は５市－  

 従業者数を市部と町村部に分けてみると、市部（４０市）は２，３３９，４１３人で全

体の９０．２％、町村部（３０町村）は２５３，７４９人で全体の９．８％であった。  

 市町村別にみると、市部では、さいたま市が５００，８５５人で最も多く、以下川口市

の１７６，９５６人、川越市の１３７，５７８人、所沢市の１０８，６２３人、越谷市の

１０６，９４４人の順となり、従業者数が１０万人以上の市は５市であった。  

 町村部では、三芳町が２８，２１４人で最も多く、以下杉戸町の１５，５２１人、伊奈

町の１４，１３２人、白岡町の１３，４４４人、寄居町の１２，９４７人の順となってい

る。  

 従業者数が最も尐ないのは東秩父村の８０６人で、次いで横瀬町の２，９０１人、長瀞

町の２，９５３人、北川辺町の３，４９１人、越生町の３，５４７人の順となっている。  

 （図３５、第３３表の２、第３５表）  

 

図３４ 市町村別事業所数（民営の事業所）  
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図３５ 市町村別従業者数（民営の事業所）  
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参考 全国の中で埼玉県に事業所が多い産業小分類の抜粋（全事業所）  

 

産業 
小分類 

木造建築工事業 
とび・土工・コンク

リート工事業 
石工・れんが・タイ
ル・ブロック工事業 

左官工事業 
建設用・建築用金属
製品製造業（製缶板

金業を含む） 

全国の事
業所数と
上位３都
道府県 

全国 67,976 全国 21,969 全国 7,731 全国 17,481 全国 27,858 

                    

埼玉県 3,901 東京都 1,763 東京都 965 東京都 969 大阪府 2,827 

東京都 3,385 神奈川県 1,453 埼玉県 806 愛知県 925 埼玉県 2,030 

神奈川県 3,158 埼玉県 1,446 神奈川県 618 埼玉県 731 東京都 2,016 

 

産業 
小分類 

自動車・同附属品製
造業 

倉庫業（冷蔵倉庫業
を除く） 

自転車小売業 中華料理店 そば・うどん店 

全国の事
業所数と
上位３都
道府県 

全国 14,066 全国 9,288 全国 14,722 全国 56,541 全国 33,005 

                    

愛知県 2,666 大阪府 1,161 東京都 1,392 東京都 9,409 東京都 5,299 

静岡県 1,686 東京都 933 大阪府 1,182 神奈川県 4,143 埼玉県 2,429 

埼玉県 1,160 埼玉県 893 埼玉県 848 埼玉県 3,273 大阪府 2,137 

 

産業 
小分類 

物品預り業 ※ 音楽教授業 書道教授業 自動車整備業 市町村機関 

全国の事
業所数と
上位３都
道府県 

全国 2,936 全国 21,527 全国 11,919 全国 59,323 全国 21,633 

                    

埼玉県 716 東京都 1,779 愛知県 1,054 愛知県 3,269 北海道 1,738 

大阪府 418 埼玉県 1,404 埼玉県 783 埼玉県 3,213 東京都 854 

兵庫県 225 愛知県 1,371 大阪府 741 大阪府 3,110 埼玉県 833 

※ 物品預り業 ＝ 一時的に物品を預かる事業所（物品預り業、手荷物預り業、荷物一時預り業、自転車預かり業、コインロッカー業等） 

 

  



 

 

彩の国  

統計調査にご協力をお願いします。 
 

           

 

 

平 成 ２ ４ 年２ 月 １ 日 に 「 平 成 ２４ 年 経 済 セ ン サ ス-活 動 調 査 」 を 実施します。  

ご協力よろしくお願いします。  

 

総務省・経済産業省・埼玉県・市町村 

 

 

 

 

 埼 玉 県 ホ ー ム ペ ー ジ で は 、 各 種 統 計 資 料 を 掲 載 し た 「 彩 の 国 統 計 情 報 館 」 を 開 設

し て い ま す 。  

こ の 平 成 ２ １ 年 経 済 セ ン サ ス -基 礎 調 査 の 結 果 も ご 覧 い た だ け ま す 。是 非 ご 利 用 く

だ さ い 。  

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/c08/ 

 

問い合わせ先： 

 埼玉県総務部統計課商工統計担当  電話：０４８－８３０－２３２４（直通）  

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/c08/

